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令 和 ８ 年 ３ 月  

板橋区教育委員会事務局教育総務課 

 

令和８年度 板橋区部活動指導員（会計年度任用職員）募集要領 

 

１ 制度概要 

区立中学校における、部活動の技術的指導の質の向上、生徒の活動意欲の促進を図るた 

め、一定の要件を備えている者を選考のうえ部活動指導員（会計年度任用職員）に任用し、 

区立中学校に配属します。 

２ 応募要件 

（１）学校教育の一環としての部活動の意義を理解し、校長の指揮命令の下、教職員との連携

を図りながら部活動指導員を遂行する資質能力及び専門的な知識・技能を有する者。 

（２）担当する部活動に関する専門的知識を有した上で、実技のみならず、適切な生徒指導及

び助言を行うことができる者。 

（３）地方公務員法第１６条の各号に該当しない者。 

 〇地方公務員法 

(欠格条項) 

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、

職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経

過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条まで

に規定する罪を犯し刑に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

※ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱

を原因とするもの以外）は選考を受けることができません。 

３ 職務内容 

（１） 実技指導 

（２） 安全・障害予防に関する知識・技能の指導 

（３） 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率 

（４） 用具・施設の点検・管理 

（５） 部活動の管理運営 

（６） 保護者等への連絡 
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（７） 年間、月間指導計画の作成 

（８） 生徒指導に係る対応 

（９） 事故が発生した場合の現場対応 

（10） その他、教育委員会が特別に認める業務 

４ 採用予定者数 

若干名 

５ 部活動（種目） 

  バドミントン 

６ 申込期限 

随時 

７ 応募方法 

上記期間内に、次の書類を郵送または持参で、教育総務課 部活動地域移行係まで提出し

てください。 

（１） 部活動指導員 採用選考申込書 

（２） こども性暴力防止法に基づく誓約書 

（３） 指導者資格保有者は確認ができる書類の写し 

（４） 返信用封筒 110円切手を貼付し、申込者の住所・氏名を記入した長形3号(23.5cm×12cm) 

※ 申込書類につきましては、返却いたしませんので御了承下さい。 

８ 選考内容 

（１）第一次選考 

書類選考 

（２）第二次選考 

第一次選考合格者に対し、面接を実施します。 

９ 選考結果発表 

（１）第一次選考発表 

応募書類を受領してから２週間以内を目安に送付します。 

※ 第一次選考合格者には、第二次選考（面接）の日程をお知らせします。 

（２）第二次選考発表 

面接日から２週間以内を目安に送付します。(面接を受けた方全員に通知します。) 

※ 内定者（第二次選考合格者）には、任用の手続きをお知らせします。 

10 任用手続 

内定者には、誓約書、通勤届、健康診断書など、任用に必要な書類を提出していただきま 

す。提示した期日までに必要書類が確認できない場合は、内定を取り消します。 

また、資格を欠いていた場合や部活動指導員としての適性を欠くことが明らかになった場 

合、「学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称」及び「犯罪事実確認に必要な

手続等に対応しないとき」には、内定を取り消します。 
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11 雇用期間 

発令日から令和８年７月３１日までの４か月 

※条件付採用期間あり（原則１か月） 

12 勤務場所 

板橋区立中学校 

※ 配属先は、板橋区教育委員会事務局 教育総務課長が決定します。 

13 勤務条件 

（１）勤務日数 

９０日以内 

（２）勤務時間 

原則１週間当たり１６時間以内とし、雇用期間内で２９６時間以内とする。 

※勤務時間の割り振りは、各学校にて決定します。 

（３）時間外労働 

  対外試合等で、時間外勤務を命じる場合があります。 

（４）報 酬 

時給２,０００円（地域手当相当分含む） 

※ 勤務時間に応じた額を、原則として翌月１５日に金融機関口座に振込みます。 

※ 予算の議決結果により、変更する場合があります。 

（５） 賞 与 

基準日や勤務実績により、支給されない場合があります。また、予算の議決結果により、

変更する場合があります。 

（６）交通費 

交通機関等を使用して通勤する場合には、交通費が支給されます。 

※ 通勤距離、通勤方法などに一定の制約があり、支給対象とならない場合もあります。 

（７）旅費 

出張した場合、実費額が支給されます。 

（８）社会保険 

該当しません。 

（９）休暇関係 

年次有給休暇等が付与されます。 

（10）公務災害補償 

公務上の災害又は通勤による災害については、所定の手続きの後、認定された場合は補 

償されます。 

 

14 その他 

本業務へ従事するに当たっては、令和８年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民
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間教育保育事業等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和

６年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。）に基づき、特定性犯罪の前科

の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 

特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴力防止法に

基づき、本事業に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとし

て、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 

このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の

有無を確認いたします。 

 

 

 

 板 橋 区 教 育 委 員 会 事 務 局 

173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区役所本庁舎 

北館６階１１番窓口 教育総務課部活動地域移行係 電話 03-3579-2261 

板橋区ホームページ http://www.city.itabashi.tokyo.jp/ 


